
平成28年(2016年)２月２日提出

長野県都市計画審議会長

27都第410号

平成28年(2016年)１月19日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第４号

富士見都市計画道路の変更について

富士見都市計画道路の変更について

　このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条第

１項の規定により、次のように審議会に付議します。
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富士見都市計画道路の変更（長野県決定） 

 

都市計画道路中 3・4・8 号役場通り線を 3・5・8 号役場通り線に名称を改め、3・5・8 号 役場通り

線ほか 1 路線を次のように変更する。 

 

種
別 

名称 位置 区域 構造 備考 

番
号 

路
線
名 起点 終点 主な経過地 延長 

構造 

形式 

車
線
数 

幅員 
地表式の区間における 

鉄道との交差の構造 

 

幹
線
街
路 

3・5・8 役場通り線 

富士見町 

落合 

字一ノ沢尾

根 

富士見町 

富士見 

字夫婦石 

富士見町 

落合 

字一ノ沢 

約 730m 地表式 2 15m 
JR 中央線と立体交差１箇所 

幹線街路と平面交差 3箇所 

 

3・5・10 
富士見駅 

富里線 

富士見町 

富士見 

字一ノ沢 

富 士 見

町 

落合 

字西平 

富 士 見

町 

富士見 

字 南 原

山 

約

1,010m 
地表式 2 12m 

JR 中央線と立体交差 1 ヶ

所 

幹線街路と平面交差 4 ヶ

所 

  

 

なお、富士見町富士見字一ノ沢地内に広場を設ける 約 5,200m2   

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理由 

本都市計画区域における都市計画道路網の見直しを行った結果、市街地外環状道路の廃止に伴い、3・

4・8 号 役場通り線の一部区間を廃止するとともに、沿線の土地利用の状況を踏まえ幅員を変更し、併

せて名称を変更する。 

また、隅切り部の形状が変更となるため、交差する 3・5・10 号 富士見駅富里線の一部区域を変更

するものである。 
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新旧対照表 

（旧） 

種
別 

名称 位置 区域 構造 

備考 番
号 

路
線
名 起点 終点 主な経過地 延長 

構造 

形式 

車
線
数 

幅員 

地表式の区間におけ

る鉄道との交差の構

造 

幹
線
街
路 

3・4・8 

役
場
通
り
線 

富士見町 

落合 

字一ノ沢 

富士見町 

富士見 

字夫婦石 

富士見町 

落合 

字南原山 

約 1,400m 
地
表
式 

2 16m 

JR 中央線と立体交差

1 ヶ所 

幹線街路と平面交差

4 ヶ所 

 

3・5・10 

富
士
見
駅
富
里
線 

富士見町  

富士見 

字一ノ沢 

富士見町 

落合 

字西平 

富士見町 

富士見 

字南原山 

約 1,010m 
地
表
式 

2 12m 

JR 中央線と立体交差

1 ヶ所 

幹線街路と平面交差

4 ヶ所 

 

なお、富士見町富士見字一ノ沢地内に広場を設ける 約 5,200m2 

 

（新） 

種
別 

名称 位置 区域 構造 

備考 番
号 

路
線
名 起点 終点 主な経過地 延長 

構造 

形式 

車
線
数 

幅員 

地表式の区間におけ

る鉄道との交差の構

造 

幹
線
街
路 

3・5・8 

役
場
通
り
線 

富士見町 

落合 

字 一 ノ 沢

尾根 

富士見町 

富士見 

字夫婦石 

富士見町 

落合 

字一ノ沢 

約 730m 
地
表
式 

2 15m 

JR 中央線と立体交差

1 ヶ所 

幹線道路と平面交差

3 箇所 

 

3・5・10 

富
士
見
駅
富
里
線 

富士見町  

富士見 

字一ノ沢 

富士見町 

落合 

字西平 

富士見町 

富士見 

字南原山 

約 1,010m 
地
表
式 

2 12m 

JR 中央線と立体交差

1 ヶ所 

幹線街路と平面交差

4 ヶ所 

隅切りの 

一部を変更 

なお、富士見町富士見字一ノ沢地内に広場を設ける 

 

 約 5,200m2 
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富士見都市計画道路の変更理由 

 

富士見都市計画道路は、現在 8路線、約 7,370m が都市計画決定されている。 

当初決定は、平成 4 年で、右肩上がりの経済成長時代を背景とし、市街地の拡大を前提として 11 路

線、16,630m を計画決定したが、近年の人口減少、経済情勢の変化を踏まえ、平成 24年に富士見町都市

計画審議会や町民の意見を踏まえて策定した「富士見町都市計画道路見直し案」に基づき、富士見町は

町決定の市街地外環状道路として位置づけていた都市計画道路など6路線を平成25年2月28日に廃止、

変更を行った。 

 

今回、都市計画変更する道路は、「富士見町都市計画道路見直し案」のうち長野県が決定する 2 路線

である。 

まず、都市計画道路役場通り線は、富士見町中心市街地を南北に縦断し、市街地や JR 富士見駅周辺

と市街地外環状道路を結び、市街地外環状道路の一部を形成する都市計画道路として位置づけられてい

た。 

しかし、起点側で接続する都市計画道路桜ヶ丘線（市街地外環状道路）が廃止されたことから、都市

計画道路役場通り線の起点を町道富里南原山線（通称テクノ街道）に変更し、この道路と有機的に道路

ネットワークを形成して、公共施設や交通結節点である富士見駅と中央自動車道諏訪南インターへの交

通機能の確保や八ヶ岳山麓、富士見高原への玄関口として相応しい街並みの形成を図る道路に位置づけ

るものである。 

道路幅員については、交差点が約250ｍ間隔で連続することから、自動車の安全性や走行性の確保の点よ

り、右折車線を設置するとともに、沿道の土地利用の状況を踏まえて、交差点付近の見通し、視認性の確保

の点から幅員の変更を行うものである。 

 

また、都市計画道路富士見駅富里線は、都市計画道路役場通り線の幅員変更に伴い、隅切り部の形状

が変更となるため、一部区域を変更するものである。 
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都市計画の策定の経緯の概要 

富士見都市計画道路の変更（長野県決定） 

 

（３・５・８役場通り線、３・５・１０富士見駅富里線） 

事 項 時 期 備 考 

地元説明会（富士見町） 

 

 

 

 

 

都市計画変更案の申出 

(都市計画法第 15 条の 2第 1 項) 

 

地元説明会 

 

 

公聴会開催の公告 

 

素案の閲覧 

 

 

公述申出書提出期限 

 

公聴会 

（都市計画法第 16 条第 1項） 

 

市町村への意見聴取 

（都市計画法第 18 条第 1項） 

 

計画案の公告・縦覧 

（都市計画法第 17 条第 1項） 

 

市町村への意見聴取回答 

 

長野県都市計画審議会 

（都市計画法第 18 条第 1項） 

 

決定告示 

（都市計画法第 20 条第 1項） 

平成24年９月27日（木） 

平成24年９月28日（金） 

平成24年10月５日（金） 

 

 

 

平成24年12月５日（金） 

 

 

平成26年９月16日（火） 

平成26年９月19日（金） 

 

平成27年２月20日（金） 

 

平成27年２月20日（金）から 

平成27年３月13日（金） 

 

平成27年３月６日（金） 

 

平成27年３月14日（土） 

 

 

平成27年10月８日（木） 

 

 

平成27年10月29日（木）から 

平成27年11月12日（木） 

 

平成27年11月13日（金） 

 

平成28年２月２日（火） 

 

 

平成28年２月下旬（予定） 

地権者 

富士見区、富里区 

富士見地区、落合地区 

本郷地区 

 

 

 

 

地権者 

富士見区、富里区 

瀬沢新田区 

 

 

 

 

 

 

 

 

公述申出 3 名 

 

 

 

 

 

意見書の提出なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－５ 
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名
 
 
 

 
 
称

 
都
市
計
画
の
素
案
の
閲
覧
期
間

 

公
聴
会
開
催
日

 
広
報
の
手
段

 
利
害
関
係
の
種
別

 

富
士
見
都
市
計
画
道
路
の
変
更

 

閲
覧

 

平
成

2
7
年
２
月

2
0
日
（
金
）
か
ら

 

平
成

2
7
年
３
月

1
3
日
（
金
）
ま
で

 

公
聴
会

 

平
成

2
7
年
３
月

1
4
日
（
土
）

 

県
報
公
告

 

県
・
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載

 

町
広
報
誌
へ
の
掲
載

 

関
係
市
町
村

の
住
民

 

そ
の
地
域
内
に
実
質
的
な
生
活
活
動
の
本
拠
を

持
つ
者
又
は
法
人

 

利
害
関
係
者

 

区
域
内
の
土
地
に
所
有
権
、
借
地
権
を
持
っ
て
い

る
者
等
の
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の

ほ
か
、
そ
の
土
地
の
周
辺
の
住
民
、
決
定
さ
れ
る

施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

 

公
述
申
出
書
提
出
者

 
意

 
 
見

 
 
の

 
 
要

 
 
旨
 

意
 

 
見

 
 
に

 
 
対

 
 
す

 
 
る

 
 
見

 
 
解

 
番
号
 

住
 
所
 

利
害
関
係
 
要
旨
区
分

 

１
 

富
士
見
町

 
利
害

 

関
係
者

 

 

そ
の
他

 

１
 
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
都
市

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
意
見
お
よ
び
質
問
を
す
る
。
以

下
、
意
見
及
び
質
問
の
内
容
。

 

(
1
) 
道
路
拡
幅
の
目
的
と
必
要
性
及
び
、
役
場
側
が
一

方
的
に
拡
幅
さ
れ
る
道
路
計
画
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
ま
た
、
い
つ
変
更
に
な
る
の
か
。

 

 

   
(
2
)
道
路
整
備
に
よ
り
、
沿
道
の
環
境
が
ど
の
よ
う
に

改
善
し
、
地
域
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
の
か
伺
う
。
 

      ２
 
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
都
市

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
意
見
す
る
。
以
下
、
意
見
の
内

容
。

 

計
画
区
間
の
道
路
整
備
に
よ
り
、
起
点
側
の
未
改
良

区
間
に
お
け
る
歩
行
者
が
却
っ
て
危
険
に
な
る
。

 

 

   

1
（

1）
の
見
解

 

今
回
の
都
市
計
画
道
路
の
変
更
内
容
は
、
現
在
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
都
市

計
画
道
路
の
一
部
削
除
及
び
幅
員
の
縮
小
で
す
。
利
用
状
況
や
社
会
情
勢
等
を

勘
案
し
、
計
画
の
縮
小
を
行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
都
市
計
画
道
路
は
、

役
場
側
に
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
の
計
画
は
、
現
道
の
道
路
用
地
を

有
効
活
用
し
、
且
つ
都
市
計
画
既
決
定
線
内
に
収
ま
る
よ
う
策
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
変
更
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
県
の
都
市
計
画
審
議
会
が
開
催
さ

れ
、
そ
こ
で
最
終
的
な
決
定
と
な
り
ま
す
。

 

 

1
（

2）
の
見
解

 

都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
沿
線
に
は
、
富
士
見
町
役
場

や
富
士
見
高
原
病
院
な
ど
公
共
性
の
高
い
施
設
が
立
地
し
て
い
ま
す
。
車
道
の

拡
幅
に
よ
り
、
そ
れ
ら
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
が
向
上
し
ま
す
。
他
に
も
歩
道

整
備
に
よ
る
歩
行
者
安
全
性
の
確
保
、
第
二
次
緊
急
輸
送
路
、
燃
焼
遮
断
帯
と

し
て
の
防
災
機
能
、
沿
道
環
境
、
景
観
の
向
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

 

 

 ２
の
見
解

 

今
回
の
都
市
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成

24
年
度
富
士
見
町
の
都
市
計

画
変
更
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
起
点
側
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
道
路

3・
4
・

7
号
桜
ヶ
丘
線
を
廃
止
し
、
幹
線
道
路
網
形
成
の
必
要
性
が
消
失
し
た
こ
と
か
ら

削
除
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
削
除
区
間
に
は
通
学
路
に
指
定
さ
れ
る
歩
道
の
未

整
備
区
間
が
あ
り
、
歩
行
者
と
自
動
車
が
錯
綜
し
危
険
性
で
あ
る
こ
と
を
承
知

し
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
歩
道
未
整
備
区
間
の
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
か
ら
関
係
機
関
、
地
元
と
調
整
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 

富
士
見
都
市
計
画
道
の
変
更
（
案
）
公
聴
会
の
意
見
要
旨

 
資
料
４
－
６
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２
 

富
士
見
町

 
利
害

 

関
係
者

 
反
対

 

１
 
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
区
域

に
反
対
す
る
。

 

 
 
以
下
、
反
対
の
理
由
。

 

都
市
計
画
道
路
の
沿
線
で
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
ー
を
経
営
し
て
い
る
。
当
店
は
、
単
に
商
品
の
提
供

だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

サ
ー
ビ
ス
や
「
ま
ち
の
安
全
、
安
心
の
拠
点
」
と
し
て

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
警
察
と
の
連
携

に
よ
る
防
犯
・
災
害
な
ど
の
緊
急
活
動
に
協
力
し
て
い

る
。
現
在
、
１
日
平
均

1
,
00
0
人
の
来
店
者
の
ほ
と
ん

ど
が
車
で
来
る
。

 

よ
っ
て
、
当
店
の
駐
車
場
が
道
路
拡
幅
の
事
業
用
地

と
な
る
こ
と
は
、
経
営
の
存
続
に
係
る
重
要
な
問
題
で

あ
る
た
め
、
事
業
計
画
の
再
考
を
願
う
。

 

 

２
 
ま
た
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る

 

(
1
) 
現
在
の
道
路
の
日
交
通
量

(自
動
車
、
自
転
車
歩
行

者
)に

つ
い
て
教
え
て
も
ら
い
た
い
。

 

   

(
2
) 
町
道

3
5
92

号
線
を
バ
イ
パ
ス
と
し
て
拡
幅
し
、
テ

ク
ノ
街
道
と
の
接
続
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。
直

角
の
交
差
と
な
り
コ
ス
ト
的
に
も
良
い
道
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。

 

           

１
の
見
解

 

公
共
性
を
有
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
日
頃
か
ら
ご
提
供
頂
い
て
い
る
事
に
感
謝
致

し
て
お
り
ま
す
。

 

今
回
の
都
市
計
画
道
路
の
変
更
は
、
幅
員
の
縮
小
で
あ
り
、
変
更
前
に
比
べ

貴
店
へ
の
影
響
は
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

 

事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
公
述
内
容
を
考
慮
し
、
公
述
人
及
び
地
域
の
皆
様

に
ご
理
解
頂
け
る
よ
う
話
し
合
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

 

     

   ２
(
1)
の
見
解
 

 
 
現
在
の
日
交
通
量
は
自
動
車
類

5
,
63
0
(台

/2
4
h)
、
歩
行
者
類

9
7
(人

/1
2
h)
、

自
転
車
類

1
1(
台

/
1
2h
)と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
交
通
量
推
計
を
行
い
、
自
動
車
の
計
画
交
通
量
を
約

5
,6
00

(
台

/
2
4h
)と

し

て
い
ま
す
。

 

 ２
(
2)
の
見
解
 

 
 
今
回
の
計
画
変
更
は
既
存
の
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
で
あ
る
た
め
、
新
規

路
線
の
拡
幅
等
は
考
慮
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
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３
 

富
士
見
町

 
利
害

 

関
係
者

 
そ
の
他

 

１
 
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
都
市

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
意
見
す
る
。
以
下
、
意
見
の
内

容
。

 

 
(
1)
平
成

2
6
年
９
月

1
9
日
の
説
明
会
に
係
る
通
知
が

無
か
っ
た
。
同
年

10
月
７
日
の
回
覧
板
で
内
容
の
一

部
を
知
り
得
た
。
道
路
改
良
計
画
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
 

 ２
 
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
８
号
役
場
通
り
線
の
都
市

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
以
下
、
質
問
の
内

容
。

 

(
1
) 
都
市
計
画
道
路
の
変
更
区
間
、
幅
員
、
国
道

20

号
及
び
エ
コ
ー
ラ
イ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
等
経
路
の

計
画
性
が
疑
問
で
あ
る
。

 

     (
2
)納

得
で
き
る
補
償
が
得
ら
れ
る
か
問
う
。

 

1
の
見
解

 

説
明
会
開
催
の
周
知
が
不
十
分
で
あ
り
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

 

今
回
の
都
市
計
画
の
変
更
内
容
に
つ
い
て
、
御
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う

 
御

説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 

   ２
（
1
）
の
見
解

 

今
回
の
都
市
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成

24
年
度
富
士
見
町
の

 
都
市

計
画
変
更
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
起
点
側
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
道
路

3
・

4
・

7
号
桜
ヶ
丘
線
を
廃
止
し
、
幹
線
道
路
網
の
必
要
性
が
消
失
し
た
こ
と
か
ら

削
除
と
し
ま
す
。
な
お
、
幅
員
に
つ
い
て
は
、
現
況
の
交
通
量
や
利
用
状
況
を
調

査
し
た
上
で
、
各
種
基
準
に
基
づ
く
変
更
と
し
て
い
ま
す
。

 

 
 
ま
た
、
国
道

20
号
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
を
し
て

 
い
き

ま
す
。
エ
コ
ー
ラ
イ
ン
は
広
域
農
道
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
今
回
の
都
市
計

画
道
路
と
は
切
り
離
し
て
考
え
て
い
ま
す
。

 

  ２
（
2
）
の
見
解

 

事
業
着
手
時
に
お
い
て
は
、
説
明
会
を
開
催
し
た
上
で
、
御
理
解
頂
け
る
方

法
等
を
交
渉
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 

         

傍
聴
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９
名

 
閲
覧
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要

 

期
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：
平
成

27
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２
月
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）
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成
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7
年
３
月
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（
金
）
ま
で
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所
：
長
野
県
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
課
、
長
野
県
諏
訪
建
設
事
務
所
、
富
士
見
町
役
場

 

閲
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者
：
１
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名
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公
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